
公益社団法人山口県看護協会の運営の仕組みについて（第２回）

　今回は、「代議員」及び「予備代議員」についてご説明します。
１　「代議員」及び「予備代議員」とは？
　　　毎年６月に開催する山口県看護協会通常総会では、貸借対照表等の計算書類の承認や役員の選任、定款変
更などの協会運営の重要事項を決定することとなっていますが、１万人を超える会員が一堂に会することは極
めて困難です。総会での合理的な意思決定、適切な運営自体ができなくなるおそれがあります。

　　　委任状等の文書で議決権を行使することも考えられますが、１万人規模となると書面を集めて整理するだけ
で多大の労力と時間が必要となり、現実的ではありません。

　　　そこで、本協会では、会員の中から一定の割合で選出される「代議員」に通常総会で議決権を行使していただ
く仕組み（代議員制度）を導入しています。

　　　なお、「予備代議員」は、代議員が欠けた場合などに、これを補うため予備的に選出されます。したがって、予
備代議員としては「議決権」を有しません。

２　代議員及び予備代議員の人数は？
　　　代議員は、毎年４月２０日における正会員の総数50人につき1人とされています。また、予備代議員は、各支
部の代議員数の状況等に応じて決定します。

　　　なお、令和５年度の代議員総数は１９０人、予備代議員総数は５８人です。

３　代議員、予備代議員は、いつ選ばれる？
　　　毎年７月に開催される支部集会において、翌年度の通常総会で議決権を行使する代議員とこれを補うため
の予備代議員が選出されます。

　　　令和５年度の代議員等については、令和４年７月の支部集会で既に選出されています。　　　　　　　　　
　代議員等に選出されてから、通常総会まで１年近い期間があるので、３月上旬に、看護協会事務局から、施設
の会員代表者等に代議員等の異動（①退会、②他の支部への異動、③氏名変更）について照会を行います。

４　予備代議員は、通常総会に出席する必要があるの？
予備代議員としては、通常総会に出席していただく必要はありません。

５　予備代議員が、代議員になることを依頼されるのはいつ？
　　　３月の上旬に看護協会事務局が、代議員の退会、支部異動の有無を確認し、代議員が欠けることとなった場
合には、支部長と協議の上、支部毎に欠けた代議員数に応じた人数の予備代議員に代議員就任をお願いします。

６　代議員はどのように議決権を行使するの？
①総会に出席して議事に参加する。
②「委任状」を提出して、代理人により総会で議決権を行使する。
③「議決権行使書面」により議決権を行使する。
※③の方法によることができるのは、予め理事会において、書面により議決権を行使することができる旨の決定
　がなされている場合に限られます。
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求人・求職のご相談は、山口県ナースセンター（無料職業紹介所）をご利用ください。
ＴＥＬ：0835-24-5791　ＦＡＸ：0835-28-9688　 E-mail：yamaguchi＠nurse-center.net

ｅナースセンター
(無料職業紹介サイト）

  とどけるん
（看護師等の届出サイト）

届出の対象者

・病院等を離職した方
・保健師、助産師、看護師、准看護師
の業に従事しなくなった方
・免許取得後、直ちに就業しない方
・現在、業務に従事していない方

届出方法

・離職時に、離職する施設が代行し
て届出を行う
・スマートフォンやパソコンから、看
護師等の届出サイト「とどけるん」
に届出事項を入力する
・山口県ナースセンターへ届出票を
提出する

届け出る内容

・氏名、生年月日、住所
・電話番号、メールアドレスそのほか
の連絡先に関わる情報
・保健師籍、助産師籍、看護師籍ま
たは准看護師籍の登録番号および
登録年月日
・就業に関する状況
・ナースセンターが行う無料職業紹
介への登録希望

人材登録
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山口県ナースセンター

人材活用マッチング

求人施設と求職者の
マッチング

　　セカンドキャリア
人材バンク設置スキーム

　セカンドキャリア世代の看護職として知識や経験を活かした活動の場を拡大していくため、セカンドキャリア人材バンクを設置し、
求人施設へのマッチングはもとより、本協会が実施する諸事業や市町等各施設や地域活動に必要な看護人材を「きらめきナース」と
してマッチングを行っています。今年度山口県看護協会の事業としては、再就業コーディネーターや就業支援サポーターとしての活
動を、また地域の活動としては、「やまぐち未来のしごとフェスタ」、「循環器病対策県民フォーラム」等活動の支援をしていただいてお
ります。
　「きらめきナース」は、随時登録を受け付けております。ご不明な点については、山口県ナースセンターまでお問い合わせください。
セカンドキャリアの方が生涯現役でご活躍いただけるよう支援いたします。今までの経験をぜひ活かしていきませんか。

セカンドキャリア人材バンク設置について

　届出制度とは、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちで、その仕事に就いていない方に、氏名や連絡先などを都道府県
ナースセンターへ届け出ていただく制度です。
　「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され、平成２７年１０月１日から施行されました。
今後、少子化が進む中で看護職員の人材確保を進めるためには、潜在看護職員を含めた離職中の看護師等の復職支援が必要となっ
てきます。届出の対象者にはぜひ登録していただき、看護の経験を役立てていただきたいと考えています。
　山口県ナースセンターでは、届け出された全ての方に電話連絡をしています。就業状況や復職の意向などの内容を確認し、それぞ
れの状況に応じた支援を行っています。
　今すぐには就職する意向が無くても、救護や検診など１日のみの求人もありますので、ぜひ、ご登録ください。

看護師等の届出制度へのご協力のお願い

きらめきナース

再就業をご希望の方


